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主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請 求

被告が原告に対し平成１４年１１月１日付けでした平成１２年所得分及び平

成１３年所得分に係る各個人事業税賦課決定処分をいずれも取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，自己の単独所有建物及び妻との共有建物を他に賃貸して収入を得て

いる原告が，当該貸付けを地方税法の定める「不動産貸付業」に該当するもの

と認定し，これに対して個人事業税を課する旨の賦課決定処分をした被告に対

し，共有不動産については各共有者の持分割合によって事業の規模を判定すべ

きであり，これによれば原告の貸付けは「不動産貸付業」に該当しないなどと

主張して，上記の個人事業税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

１ 個人事業税に関する法律及び通達の定め

(１) 地方税法（平成１５年法律第９号による改正前のもの。以下同じ ）。

事業税は，法人の行う事業並びに個人の行う第一種事業，第二種事業及び

第三種事業に対し，法人にあっては所得及び清算所得又は収入金額，個人に

あっては所得を課税標準として事務所又は事業所所在の都道府県において，

その法人及び個人に課する（７２条１項，１条２項 。）

個人事業税が課される「第一種事業」とは，７２条５項各号に掲げる事業

をいい，同項４号は 「不動産貸付業」を掲げている。，

個人事業税の課税標準は，当該年度の初日の属する年の前年中における個

人の事業の所得による（７２条の１６第１項 。その事業の所得は，当該前）

年中の事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし，

原則として，所得税法２６条及び２７条に規定する不動産所得及び事業所得
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の計算の例によって算定する（７２条の１７第１項 。事業を行う個人につ）

いては，当該個人の事業の所得の計算上，２９０万円を控除する（７２条の

１８第１項 。）

(２) 個人事業税課税事務提要（平成７年３月３１日６主課個第１１７号東京

都主税局長通達。以下「都局長通達」という。乙３）

不動産貸付業とは，継続して，対価の取得を目的として，不動産の貸付け

（地上権又は永小作権の設定によるものを含む ）を行う事業をいい（第３。

章第２節第４の１ ，不動産貸付業に該当するかどうかの認定は，所得税の）

取扱いを参考とするが，社会通念上事業と称するに至る規模，賃貸料収入の

状況，貸付不動産の管理の状況等を総合勘案して判定する（第３章第２節第

４の２前文 。そして，不動産貸付業に当たると認定できるための不動産の）

貸付規模については，第３章第２節第４の２(２)において認定基準が定めら

れている。

しかしながら，不動産の貸付規模が上記の認定基準未満であっても，その

賃貸状況等からみて認定基準以上の不動産の貸付けを行っているものと同様

の事情にあり，課税しないとすれば著しく他との均衡を失すると考えられる

ものについては，不動産貸付業と認定するものとし，具体的には，土地を除

く貸付不動産の総面積が６００㎡以上であり，かつ，当該貸付不動産に係る

賃貸料収入が年１０００万円以上である場合は，特段の事情がない限り，不

動産貸付業と認定して差し支えない（第３章第２節第４の２(３)。以下「通

達第４の２(３)」という 。。）

共有物件については，その共有物につき持分に応じて制約されはするが，

共有物の全部につき，使用・収益できるものであるから（民法２４９条 ，）

不動産貸付業の認定基準の適用に当たっては，持分にかかわりなく，共有者

各自の貸付件数等を算定するものとし，通達第４の２(３)による場合であっ

ても，共有者各自につき共有物件全体に係る貸付面積及び賃貸料収入による
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（第３章第２節第４の４キ。以下「通達第４の４キ」という 。。）

２ 前提となる事実（当事者間に争いがない ）。

(１) 原告は，別紙物件目録記載１の建物（以下「建物１」という ）及び同。

目録記載２の区分所有建物（以下「建物２」という ）を所有している。。

また，原告及びＰ１（原告の妻 ）は，別紙物件目録記載３の区分所有建。

物（以下「建物３」という ）を共有している。共有持分の割合は，原告が。

１０００分の３４８，Ｐ１が１０００分の６５２である。

(２) 原告は，平成１２年及び平成１３年において，建物１のうち１階及び２

階部分（貸付面積１９０．１４㎡）を賃料年額６００万円で，建物２（貸付

面積５６．０９㎡）を賃料年額８４万円で，それぞれ医療法人社団Ｐ２眼科

医院に賃貸した。

また，原告及びＰ１は，平成１２年及び平成１３年において，建物３（貸

付面積４６０．２５㎡）を賃料年額６００万円で，Ｐ３眼科こと医療法人社

団Ｐ２眼科医院に賃貸した。

(３) 東京都知事の権限の委任を受けた所管課税庁である被告は，原告に係る

前記(２)の建物の貸付けに都局長通達の規定を適用すると，貸付不動産の総

面積が６００㎡以上（７０６．４８㎡）で，かつ，賃貸料収入が年１０００

万円以上（１２８４万円）となることから，不動産貸付業に該当するものと

認定し，平成１４年１１月１日付けで，原告に対し，平成１２年所得分及び

平成１３年所得分の各個人事業税賦課決定処分（以下「本件各処分」とい

。 。う ）をした。本件各処分に係る課税標準額及び税額は，次のとおりである

平成１２年所得分 平成１３年所得分

課税標準額 ９万７０００円 ５６万９０００円

税 額 ４８００円 ２万８４００円

(４) 原告は，本件各処分をいずれも不服として，平成１４年１２月１３日，

東京都知事に対し，審査請求をしたところ，東京都知事は，平成１６年８月
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２６日，これを棄却する旨の裁決をし，同月３０日，裁決書謄本が原告に送

達された。原告は，同年１１月２６日，本件訴訟を提起した。

３ 当事者の主張

(１) 原告の主張

ア 共有不動産の貸付事業の場合，不動産貸付業の認定は，それぞれの持分

割合に応じて判定すべきである。したがって，持分割合にかかわらず，建

物全体の面積・収入を基準とすべきことを定めた通達第４の４キは違法で

あるから，これに基づいて行われた本件各処分も違法である。建物３につ

いて持分割合に応じた面積及び収入を基準とすると，原告の建物３の貸付

面積は１６０．１７㎡，賃貸料収入は年２０８万８０００円となり，貸付

不動産の総面積は４０６．４０㎡，賃貸料収入は年８９２万８０００円と

なるから，通達第４の２(３)の基準を下回り，不動産貸付業に該当しない。

被告は，①事業税の性質を，事業収入に応じて課税される応能税ではな

く，個人や企業が都道府県から受ける公共サービスを根拠とする応益税で

あるとして，不動産貸付業の事業性認定においては，貸付不動産の規模を

基準とすることが合理的であると主張し，そのうえで，②貸付不動産が共

有の場合について，不動産全体を事業性認定基準とする通達第４の４キは

妥当であるという。しかしながら，現行法上の事業税は，応益税としての

性質と，応能税としての性質を併有するものと解される。すなわち，地方

税法は，個人事業税の課税標準について，所得を基準としているところ，

事業税が都道府県の公共サービスを受ける利益の対価であることからすれ

ば，課税標準は所得ではなく，受益の程度をよりよく現す事業者の経済活

動の規模を基準にすべきとも考えられる。この点，シャウプ勧告では，企

業の付加価値を課税標準とすることが勧告され，昭和２５年に一旦は制度

化されたが，実施されないままに廃止されている。現行法は，事業税が応

益税としての性質を有するとしても，課税標準として，あえて所得を用い
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ているのであり，ここに応能税としての性質が加味されているのである。

このように，事業税が応益税としての性質を有するとしても，それは抽象

的な性質にとどまり，課税標準という具体的な面では応能税的性質が機能

しているのである。したがって，応益税という性質論から，通達第４の４

キの基準及びこれに基づく本件各処分を根拠付けようとすることには，無

理があるというべきである。むしろ，個人事業税における共有不動産貸付

業の事業性認定に際しても，応能税としての性質をふまえ，事業全体の規

模ではなく，個人の所得等，持分割合を基準とすることが自然である。ま

た，上記被告の主張のうち，①の考え方が仮に一般論としては妥当である

としても，②の考え方には論理的必然性はない。むしろ，各共有者は「そ

の持分に応じて」しか共有物の使用・収益ができないのであり，殊に貸付

不動産の場合使用・収益による利益は賃料という形で表れるのであるから，

行政サービスに関する「受益」の量も「その持分に応じて」いると考える

べきである。すなわち，共有物の賃貸を常に共同事業と認定し，その共同

事業体に課税するというのであればともかく，個々の共有者ごとに事業性

を認定し，課税することとしている以上，事業性の認定に当たっても，個

々の共有持分及びそこから発生する所得を基準とするのが当然である。

なお，被告は 「規模のメリット」についても言及しているが，事業効，

率としての規模のメリットの有無が，事業性認定基準・課税基準を根拠付

けるという関係にはない。

被告は，事業税は事業活動の経費として事業そのものに課税するもので

あるとして，応能税の性質を有することを否定するが，そうであるとすれ

ば，共有不動産の貸付業においては，共同事業体そのものの事業規模に基

づいて事業認定を行ったうえで，共同企業体に対して課税するのが自然で

あるが，現行法ではそのような取扱いはなされていない。すなわち，事業

性認定においては，各共有者ごとに，共有不動産のみならず，他の賃貸不
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動産も含めて判断することとなっており，課税標準については，各自の事

業所得を基準としているのである。このように，現行法上は，事業者の税

負担能力が重視されているのであり，不動産貸付業における個人事業税が

応能税としての性質を有することは明らかである。

被告は，事業税が所得税又は法人税の所得計算に際して必要な経費又は

損金に算入されることが上記の事情を物語っているというが，各租税の性

質は，その立法趣旨や課税対象等に基づいて判断すべきであり，他の租税

においてどのような扱いを受けているかによって決せられるものではない。

したがって，事業税が，所得税や法人税の所得計算に際して，必要な経費

又は損金に算入されるとしても，このことによって不動産貸付業に係る個

人事業税が応能税としての性質を有することが否定されるものではない。

イ 通達第４の４キの違法事由を整理すると，以下のとおりとなる。

(ア) 民法２４９条違反

通達第４の４キが引用する民法２４９条は，１個の物に対して，各共

有者の持分に基づく物理的支配の及ぶ範囲を確定することが困難である

ことから，全部について使用を可能としたにすぎない。とすれば，同条

は，物理的な使用関係についてのみ適用されるべきである。そして，事

業性認定に当たっては，面積と収入について，それぞれ持分の及ぶ範囲

を数量的に確定することによって，共有者各自の事業範囲を別個独立に

観念することができるのであるから，民法２４９条の適用はなく，各持

分に従って判断すべきである。このことは，民法２５２条が共有物の管

理に関して，各共有者の持分の価格に従ってその過半数をもって決する

と定めていることからも明らかである。

また，民法２４９条は，各共有者は共有物の全部につき 「その持分，

に応じた」使用・収益をなすことができると定めている。すなわち，各

共有者は，所有者であることから，共有物全体に対する支配権を有し，
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共有物全体を賃貸の対象とすることができるとしても，それによる収益

は自ずと「持分に応じた」ものとなり，持分による制限を受けるのであ

る。したがって，同条の趣旨からも，各共有者の事業性認定に当たって

は 「持分に応じた」面積及び収入を基準とすべきである。，

(イ) 応能原則（憲法１４条）違反

平等原則を定めた憲法１４条は，同一の条件にある者が同一の租税負

担をし，異なる条件にある者は，差異のある租税負担をしなければなら

ないことをも包含している（応能原則 。そして，応能原則によれば，）

税負担能力に従った納税義務を課すべきであり，事業性認定という税負

担能力存否の判断基準と，課税標準算定基準は一致しなければならない

はずである。

ところが，不動産貸付業の事業性認定については，通達第４の４キに

より，共有物件は，持分にかかわりなく面積等が考慮されるのに対し，

課税標準算定においては，地方税法７２条の１６により，各個人の事業

の所得に基づき算定されることとなっており，基準が一致していないの

である。このため，事業性認定の際，共有物件について持分割合が考慮

されず，実際の収入額よりも過大な担税力があることを前提として判断

され，納税者は過大な納税義務を負わされてしまうこととなる。共有者

は，共有物件の賃貸に関し，その持分に応じた収入を得るにすぎず，そ

の担税力は持分を限度とするものであるから，応能原則に従えば，事業

性認定は，持分に従って判断すべきものである。

このことは，共有物件を共有者の一部が賃借している場合について検

討すれば，その不当性がより明らかとなる。すなわち，共有者の１人が

共有物件を賃借している場合，賃貸借契約上は他の共有者の持分部分の

みが対象となる。それにもかかわらず，事業性認定について通達第４の

４キによるとすれば，共有物全体について使用させているのであるから，
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共有物件全体の面積を貸付面積として判断することとなってしまう。し

かし，賃貸借契約の対象が持分部分のみであり，これに対応した収益し

か得られないにもかかわらず，持分を超えて物件全体を基準として担税

力を判断するとすれば，応能原則に反するといわざるを得ない。

(ウ) 応益原則（憲法１４条）違反

事業税については，納税者が，その受ける公共サービスに対応した税

負担を負うことが公平であるとも考えられ（応益原則 ，この趣旨は，）

平等原則を定めた憲法１４条に包含されていると解される。

この点，通達第４の４キにより，共有物件に関して，持分を考慮せず，

共有物件全体を事業性認定基準とした場合，各共有者の事業性認定に当

たり，それぞれ共有物件全体が判断基準に含まれてしまい，物件に対す

る公共サービスは１件であるにもかかわらず，事業性認定の判断に当た

っては，重複して考慮されることになってしまう。

前記(イ)の共有物件を共有者の一部が賃借している場合の事業の受け

る公共サービスについてみると，持分部分のみが貸付業の対象となり，

その限度で公共サービスを受けるのであれば，共有物件全体が対象とな

る場合に比べて，明らかに事業実態は小規模なのであるから，その受け

る公共サービスもより小さくなるはずである。したがって，共有物全体

にかかる公共サービスを想定して税負担を判断することは，応益原則に

反することとなる。

(エ) 地方税法１０条の２第１項違反

地方税法１０条の２第１項は，共同事業の徴収金について，納税者が

連帯して納付する義務を負うと定めている。

この点，通達第４の４キは，共有物件の貸付業について，各共有者の

持分を考慮せず，物件ごとに１件と算定している。これは，共有物件の

貸付業は，各共有者による持分を限度とした貸付業の集合体ではなく，
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共有者全員で物件を賃貸する１個の共同事業と解することを前提とした

ものである。他方で，通達第４の２(３)は，各共有者についてそれぞれ

別個独立して判断することを前提に，当該共有物件だけでなく他の賃貸

物件も併せた面積等を認定基準としている。

しかし，共有物件の賃貸を１個の共同事業と解するのであれば，その

事業性認定は，共同事業自体を基準として判断されるべきである。そし

て，事業性が認められる場合には，地方税法１０条の２第１項により，

共同事業者全員が納税義務者となり，連帯して納付する義務を負うと解

すべきである。

また，通達第４の２(３)に従えば，共有物件の共同事業者間で，不動

産貸付業者と認定される者と認定されない者が生じ，公共サービスを受

ける事業を共に営む者の間に，税負担に関する不公平が発生してしまう

こととなる。

以上からすれば，共有物件の貸付業は，１個の共同事業と解すべきで

はなく，この点において，通達第４の４キは，地方税法１０条の２第１

項の趣旨に反する。

(オ) 不動産貸付業の本質

一般的に事業とは，資産と労働が結合して収益を発生させるものであ

るのに対し，不動産貸付業は，資産から直接，収益を発生させるという

性質を持つものである。そのため，不動産貸付業は，昭和５５年まで，

事業税の対象とされていなかった。とすれば，不動産貸付業の性質に照

らし，課税基準は，個人の資産に求めるのが相当である。したがって，

共有物件に関する課税基準は，各個人の資産，すなわち各自の持分を基

準とすべきであり，通達第４の４キに定める扱いは，不動産貸付業の本

来的性質に反するものである。

このことは，以下の具体的事例において，不平等，不適切な結果が生
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じることによっても明らかである（以下の事例で想定する建物の共有者

間の持分割合は平等とする 。。）

【事例１】

面積６００㎡の建物を所有する個人が，これを賃貸し，賃料収入が年

８００万円である場合，当該個人は不動産貸付業者と認定されないが，

同じ建物を２名で共有して，これを賃貸し，賃料収入が年１２００万円

であった場合には，各共有者はそれぞれ不動産貸付業者と認定される。

ここで両者を比較すると，後者において，各共有者の賃料収入は，その

持分に対応して年６００万円と前者より少額であるにもかかわらず，税

負担が生じることとなり，明らかに不公平である。

また，面積１０００㎡，賃料収入１２００万円の賃貸不動産を，Ａ・

Ｂが共有している場合，事業税が賦課されるが，Ａ・Ｂの２名が，それ

ぞれ，面積６００㎡，賃料収入８００万円の賃貸不動産を所有する場合

には，両名とも事業税は賦課されない。この２つを比較すれば，後者の

方が，１人当たりの（あるいは両名合計しての）賃貸面積も，賃料収入

も大きいにもかかわらず，事業税は賦課されないのである。このような

結論は，応益という観点からも，応能という観点からも，合理的に説明

できるものではない。

【事例２】

建物内が２室に分かれている総面積６００㎡の物件を２名で共有して

いたところ，共有者間で各１室ずつを自由に使用収益できる旨合意し，

各自別個に第三者との間で賃貸借契約を締結した。ここで，それぞれ年

６００万円の賃料収入がある場合，建物全部の賃料収入は年１２００万

円となる。しかし，各自が固有の使用収益権限に基づいて自己の責任と

名義で賃貸している以上，それぞれ独立の事業者として自己が賃貸する

貸室分の年６００万円のみが事業性認定の判断対象となり，不動産貸付
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業者とは認定されないはずである。他方，共有者間で上記のような合意

をすることなく，共同名義で各室を賃貸している場合は，各自が共有建

物全体を賃貸しているとして扱われ，建物全体の賃料収入年１２００万

円が判断対象となり，不動産貸付業者と認定されてしまうのである。こ

のように，各共有者の賃料収入は，いずれも年６００万円と同じである

にもかかわらず，共有者間で使用収益による合意をし，各別に賃貸借契

約を締結したか否かによって，税負担の存否に差異が生じることは，不

当な扱いであるといわざるを得ない。この場合，使用区分の合意の有無

によって受ける公共サービスの量に差はないのであるから，応益税とい

う性質から説明できるものではない。

被告は，契約上合意が認められた場合は，建物の区分所有の場合と同

様の扱いとなると説明するが，この考え方は明らかに不当である。この

考え方に従うならば，ほんの小手先の契約書の作り方次第で，課税が回

避し得ることとなってしまう。実態がほとんど変わらないにもかかわら

ず，小手先の操作で課税が回避されてしまうというのは，もともとの基

準が事案に対して適切なものではないことの顕れである。

(カ) 地方税法７２条の１６第１項違反

前記アのとおり，地方税法７２条の１６第１項は，個人事業税の課税

標準について，所得を基準としているのであり，現行法上の事業税は，

応益税としての性質と，応能税としての性質を併有するものと解される。

そして，応益税としての性質は抽象的な性質にとどまり，課税標準とい

う具体的な面では応能税的性質が機能しているのである。このような事

業税の性質ないし地方税法７２条の１６第１項の採用する基準を前提と

すれば，個人事業税における共有不動産貸付業の事業性認定に際しても，

各個人の所得等，持分割合を基準とすべきことも前記アのとおりである。

通達第４の４キは，この当然の論理を無視しているものであり，その
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結果，前記(オ)のような明らかな不平等，不適切な結果を生じることと

なっているのである。すなわち，通達第４の４キは，地方税法７２条の

１６第１項と矛盾するものであり，同条項に違反するものである。

被告は，通達第４の４キは，地方税法７２条５項４号が規定する不動

産貸付業の事業性認定に関する基準であり，税負担額算定基準について

定める同法７２条の１６第１項とは論理的に区別すべきであると主張す

るが，前記(イ)のとおり，憲法１４条に根拠を有する応能原則によれば，

税負担能力に従った納税義務を課すべきであり，事業性認定という税負

担能力存否の判断基準と税負担額算定基準は，一致しなければならない

はずである。とすれば，事業性認定と税負担額算定の各基準の適用に論

理的先後関係があり，それぞれ別の問題として該当性の判断や税額算定

を行わなければならないとしても，各基準の内容については，応能原則

に基づき相互に関連づけて決するべきである。

ウ 仮に建物３の貸付けを共同事業と解するとしても，建物３の貸付けの事

業主はＰ１であるから，建物３の面積・収入を原告に対する事業性認定の

判断基準に含めるべきではない。

すなわち，所得税法１２条及び地方税法２４条の２では 「実質所得者，

課税の原則」が定められており，事業から生ずる収益が法律上帰属すると

みられる者が単なる名義人であって，当該収益を享受せず，その者以外の

者が当該収益を享受する場合には，当該収益を享受する者が納税義務を負

担することとなっている。そして，事業から生ずる収益を享受する者が誰

であるかは，その事業主が誰であるかによって判定され（事業税取扱通知

五において準用する所得税取扱基本通達１２－２ ，生計を一にしている）

親族間においては，その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有す

ると認められる者が事業主と推定される（同１２－５ 。）

この点，建物３の持分の割合からすれば，建物３の貸付事業の経営方針
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決定に支配的影響力を有するのは，約６割５分の持分を有するＰ１であり，

同人が事業主と推定される。とすれば，建物３の貸付事業から生ずる収益

を享受するのは事業主たるＰ１であり，原告は建物３について持分を有し

ているために，賃貸借契約上も賃貸人となっているにすぎず，単なる名義

人である。

したがって，建物３についてはＰ１のみが納税義務を負担するのである

から，本件各処分は，原告の事業性認定の判断基準に，建物３の面積・収

入を含めている点で違法である。建物３を除く原告の貸付面積は２４６．

２３㎡，賃貸料収入は年６８４万円であるから，原告の貸付けは不動産貸

付業に該当しない。

エ 仮に建物３の貸付けを原告及びＰ１を共に事業主とする共同事業と解す

るとしても，その共同事業団体の法的性質は民法上の組合（民法６６７

条）であるため，各構成員の事業性認定はそれぞれの持分に応じた面積及

び収入で判定すべきである。

すなわち，所得税法及び法人税法においては，権利能力なき社団は法人

とみなされるため（所得税法４条，法人税法３条 ，社団が納税義務者と）

なり，各構成員から独立した１個の事業が観念されている。これに対して，

民法上の組合は，組合員相互間の個々的契約関係によって結合する団体で，

各構成員の目的から独立した団体固有の目的が存在しないものをいう。そ

して，組合は，税法上，各組合員が納税義務者となり，その収入の帰属分

に応じて課税される。権利能力なき社団の要件として，判例は，団体とし

ての組織をそなえ，多数決の原則が行われ，構成員の変更にもかかわらず

団体が存続し，その組織において代表の方法，総会の運営，財産の管理等，

団体としての主要な点が確定していることを要するとしている（最高裁判

）。所昭和３９年１０月１５日第一小法廷判決・民集１８巻８号１６７１頁

そこで，本件についてみると，共有者である原告とＰ１との間には，団
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体としての組織はなく，その他，上記判例の判示するいずれの要件も満た

さない。

したがって，建物３の貸付事業は，民法上の組合というべきであり，各

構成員の単独事業の集合体であるから，各人が納税義務者となり，その収

入の帰属分に応じて課税されることとなる。とすれば，事業性認定は原告

とＰ１それぞれの持分割合に応じた面積・収入で判定すべきであるから，

建物３全体について判定対象としている点で，本件各処分は違法である。

(２) 被告の主張

ア 不動産貸付業とは，継続して，対価の取得を目的として，不動産の貸付

けを行う事業をいい，ある個人の行う不動産の貸付けがこれに該当するか

どうかの認定は，社会通念上事業と称するに至る規模，賃貸料収入の状況，

貸付不動産の管理の状況等を総合勘案して判定するのが相当である。

ところで，共有不動産を貸し付ける場合についてみると，共有関係にお

いては，各共有者は，共有物の全部につきその持分に応じた使用（収益）

をすることができる（民法２４９条）ことから，共有に係る不動産が貸し

付けられている場合においては，共有者全員が共同で当該不動産の全部を

貸し付けているというべきであり，換言すれば，各共有者においても，そ

の持分割合に応じた部分ではなく，当該不動産の全部を貸し付けているも

のと観念することができる。したがって，その共有者の一人（個人）につ

いての事業性の判断において，通達第４の２(３)の定める床面積基準及び

収入金額基準を適用するに当たっても，持分相当床面積あるいは持分相当

賃貸料収入に分割して認定を行うのではなく，当該建物全体の床面積及び

全体の収入金額をもって認定を行うとすることが相当である。

また，事業税は，事業収入に応じて課税される応能税ではなく，個人や

企業が都道府県から受ける公共サービスを根拠とする応益税である。すな

わち，事業税の基礎にあるのは，事業は，地方団体の各種の行政サービス
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を受益し，また各種の行政サービスの原因を作り出しているから，住民税

とは別に，それに応じた負担をすべきであるという考え方である。このよ

うな観点からみれば，不動産貸付業の場合，より大きな不動産を事業に供

している場合は，当然ながらより大きな行政サービスを受益しているとい

える。したがって，不動産貸付業の場合，事業といえる規模であるかどう

かを判定するに当たっては，原則として貸付不動産の規模を基準とするこ

とが合理的である。これを共有不動産の場合についてみると，各共有者は，

その持分に応じて「当該不動産の全部につき」使用・収益できるところか

ら，行政サービスについても「当該不動産の全部につき」受益していると

解することが妥当であるから，事業性認定も不動産全体として行うことが

妥当というべきである。

なお付言すれば，事業性の認定において，共有不動産の貸付けの場合，

共有者がいわゆる「規模のメリット」を受けていることが重要である。す

なわち，事業を行う場合は，小規模に行うよりは，大規模に行う方が，採

算性が高いことは経験上一般に知られているところである。例えば建物の

場合，部屋数が多い方が，顧客の選択範囲が広くなり，事業としての効率

性が高まる。こうして共有不動産貸付けの場合の各共有者は，各自が単独

で事業を行う場合より，遙かに有利に事業を展開しているのである。この

点でも，事業性認定において各自の持分を基準としないことの方が合理的

である。

原告は，個人事業税の性質について，応益税としての性質を有している

としてもそれは抽象的なものであり，課税標準に個人の所得を用いている

以上具体的な面では応能税的な性質が機能していると主張する。しかしな

がら，前述のとおり，事業税は，事業が行政サービスから受益しているこ

とを根拠とする応益税である。また，事業税は，事業そのものに担税力を

見出す物税であり，所得税や法人税などの人税とはその性質を異にする。
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さらに，事業税は，事業に対する課税であることから，その事業を行うた

めの経費と考えるべきである（事業税が所得税又は法人税の所得計算に際

して必要な経費又は損金に算入されるということは，このことを物語って

いる 。事業税のこのような性質からすれば，その課税標準は，事業の。）

規模又は活動量を最もよく表すもの，例えば売上金額や資本金額等の外形

標準的なものを採用することが最も適当である。しかしそれが所得とされ

たのは，歴史的理由ないし課税技術上の問題からであって，あくまで，事

業の規模又は活動量を表すための便宜上の指標と考えるべきである。事業

税への外形標準の導入がたびたび議論されているのも，より正確な指標の

ためである。したがって，所得が課税標準とされたからといって，事業税

の性質が応能税に変質したとか，応能的な性質が加わったとかいうように

解すべきではない。

原告は，上記のように応能的性質が具体的に機能する場面として，事業

性の認定をあげ，共有不動産貸付業の事業性認定に際しても，個人の所得

等持分の割合を基準とすることが自然であるとし，また，行政サービスの

「受益」も「その持分に応じて」おり，共同事業体でなく個々の共有者に

課税する以上，所得基準は当然であるとする。しかしながら，前述のとお

り，事業税は，行政サービスから受益していることを根拠とする応益税で

あり，事業そのものに課税される物税である。そうすると，個人事業税の

事業性認定に際しても，まず当該行為そのものに着目し，それが社会通念

上，行政サービスの「受益」を受けており，事業の経費を負担すべきだと

認定するに足る程度の規模かどうかを問題にすべきである。この見地から

すれば，共有不動産貸付業の事業性認定の場合も，端的に事業の規模，す

なわち共有不動産の規模，及びそこから発生する収入に着目することは極

めて当然である。行政サービスの「受益」については，次のように考えれ

ばわかりやすいであろう。例えば，不動産に接道する道路がある場合に，
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共有者は，その持分に応じて不動産全部について使用・収益できるのに応

じて，当該道路の一部ではなく，その接道部分全部について接道による利

益を享受することができるのである。こうして受益についても，共有不動

産の全体を考慮すべきである。

イ 本件各処分が適法であることは，前記アに述べたところから明らかであ

り，原告が通達第４の４キについて主張する個々の違法事由も，以下に述

べるとおり理由がない。

(ア) 民法２４９条違反の主張について

「面積について持分の及ぶ範囲を数量的に確定できる」との主張は，

各共有者が「共有物の全部につき」その持分に応じた使用・収益をする

ことができるとする民法２４９条の趣旨に反し，そもそも失当である。

また 「収入について持分の及ぶ範囲を数量的に確定」でき，事業性，

の認定につき持分に応じた（分配された）収入を考慮すべきであるとの

主張は，事業性の捉え方と課税標準の捉え方（収益の分配が原則として

持分の割合によることを前提として，各共有者に分配された収益（収

入）から必要経費を控除した金額が課税標準となること）とを混同した

ものであって，失当というべきである。

(イ) 憲法１４条違反の主張について

事業に当たるかどうかの問題は，課税客体である事業を行っているか

どうかの問題であり，そのことと，所得計算の結果，実際に事業税の負

担が生じるかどうかとは直接結びついていないから，応能原則違反の問

題は生じない。

また，共有物全体を判断基準にすれば公共サービスが重複認定されて

応益原則に反するとの原告の主張の趣旨は不明であるが，各共有者が，

それぞれ物件全体に対する公共サービスを受益していることについては

前記アのとおりである。そうである以上，事業性認定基準（課税の基
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準）が物件全体にわたるのは当然というべきである。

さらに，共有者の１人が共有物件を賃借した場合に関する主張は，そ

もそも自己使用であれば事業の用に供しているとはいえないから，的は

ずれの議論である。

(ウ) 地方税法１０条の２第１項違反の主張について

地方税法１０条の２第１項は 「徴収金」についての規定であり，税，

額計算の結果納付すべき税額がある場合に関する規定である。これに対

し，個人事業税の課税標準は，各個人の所得を基礎に計算される（地方

税法７２条の１７以下 。不動産貸付業の場合は，所得税法上の不動産）

所得が基礎となる。

原告の主張は，共有不動産の貸付業においては，税額計算の結果算定

された各個人の「徴収金」について，各共有者が連帯して納税する義務

を負うべきであるという主張と解されるが，この主張は地方団体側の徴

収権が強化されるだけであって，各共有者の税額には変化がなく，原告

にとっては意味がない。あるいは，もし原告が，共有不動産の貸付業に

おいては，課税標準の算定においても全体の事業収入を基礎として算定

し，このようにして算出された税額について連帯納税義務を負うと解す

べきだと主張しているものとすれば，地方税法７２条の１６に反するば

かりか，納税者有利の原則にも反するものというべきである（例えば，

上記の場合は，１回の事業主控除（地方税法７２条の１８）しか認めら

れないが，個人の所得を基礎とすれば，各個人ごとに事業主控除が認め

られる 。したがって，いずれの主張も原告に有利な主張とはいえず，。）

原告がそのように主張すること自体失当というべきである。

なお，原告は，通達第４の２(３)が，ある共有者について，当該共有

物件のみでなく，単独所有の他の物件も併せて事業性を認定できること

としていることを根拠に，事業性を認定される者とされない者が生じ，
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不公平が生じると主張するが，ある共有者が，共有物件だけでなく単独

所有の物件も併せ有している以上，それだけ多くの公共サービスを受け

ているものというべきであるから，これを加えて事業性を認定するのは

当然である。

(エ) 不動産貸付業の本質に関する主張について

原告は，不動産貸付業の課税標準は個人の資産とすべきであると主張

するが，事業税は，事業収入に応じて課税される応能税ではなく，個人

や企業が都道府県から受ける公共サービスを根拠とする応益税であるか

ら，公共サービスに事業性の根拠を求めることが妥当である。したがっ

て，共有不動産の場合も，不動産全体を事業性認定の基準とすべきであ

る。なお，その場合であっても，その課税標準は個人の所得である。

【事例１】については，事業税が応益税である以上，原告主張のよう

な差異が生じても必ずしも不合理ではなく，合理的根拠があるというべ

きである。２つ目の例でいえば，事業規模からすれば，面積１０００㎡

と面積６００㎡，賃料収入１２００万円と８００万円となり，前者の場

合に事業としての規模を有するものとして，社会通念上その経費を負担

させてもやむを得ないものとしたとしても，必ずしも不合理とはいえな

いものというべきである。

【事例２】については，契約上合意が認められた場合は，独占的に使

用，収益し得ることとなるのであるから，建物の区分所有の場合と同様

の認定がなされるものである。原告は，このような被告の主張を，小手

先の操作で課税が回避されるので不当であると主張するが，実態が課税

回避に利用されるおそれがあるからといって，独占的な契約があること

を無視することはできない。課税回避に利用されないよう厳格に適用す

れば済むことである。

(オ) 地方税法７２条の１６第１項違反の主張について
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事業性の認定は，地方税法７２条５項４号の問題であり，課税標準の

問題は，事業税を負担すべき事業として認定された場合に，税負担の額

をどのように算定すべきかの問題である。両者はそれぞれ別の問題とし

て，順序立てて考慮すべきものである。原告は，応能税の性格があるか

ら，課税標準たる所得を基準に事業かどうかを認定すべきであると主張

するものであるが，事業税の性質論は別として，論理が逆転しており，

本末転倒というほかない。

通達第４の４キは，地方税法７２条５項４号が規定する不動産貸付業

についての事業性の認定に関し，これを適正に認定するために定めた課

税客体についての課税庁内部の基準であり，他方は事業性と論理的に区

別された課税標準額たる同法７２条の１６第１項であって，それぞれ区

別すべきである。したがって，事業性認定に当たって同法７２条の１６

第１項違反の問題は生じようがないものというべきである。

なお，個人事業税の課税標準の算定方法については，前年中の所得に

ついて所得税法２６条及び２７条の不動産所得及び事業所得の計算の例

によって算定するものとされている（地方税法７２条の１７ 。ところ）

で所得税については，所得計算の前提として，不動産貸付けを事業的規

模で行っているかどうかについての判定基準をみると，共有不動産につ

いては，共有持分で按分した室数又は棟数ではなく，実際の（全体の）

室数又は棟数で判定するものとされている。

ウ 原告は，建物３の貸付けの事業主はＰ１であって，建物３についてはＰ

１のみが納税義務を負担し，建物３の面積・収入を原告に対する事業性認

定の判断基準に含めるべきではないと主張する。

しかしながら，原告は，平成１２年分及び平成１３年分の所得税の確定

申告において，建物１ないし建物３の貸付事業が原告に帰属するものとし

て，その合計賃料収入から必要経費（建物３についての租税公課，減価償
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。 。却費を含む ）を控除した額を「不動産所得」として申告したものである

原告が上記主張のような考えに立つのであれば，本来，本件以前に，税務

署長に対し，更正の請求（国税通則法２３条１項１号）又は修正申告（同

法１９条）をして然るべきである。

原告の上記主張は，自らが行った確定申告と齟齬を来しているものであ

り，失当である。

エ 原告は，建物３の貸付けを原告及びＰ１を共に事業主とする共同事業と

解するとしても，その共同事業団体の法的性格は民法上の組合であり，各

人が納税義務者となり，その収入の帰属分に応じて課税されることとなる

から，各構成員の事業性認定はそれぞれの持分に応じた面積及び収入で判

定すべきであると主張する。

しかしながら，本件において，原告とＰ１が行う事業が民法上の組合に

当たるとしても，そもそも，民法上の組合は納税義務の主体ではなく，そ

の所得は出資持分等に応じて組合員の所得となり，したがって，組合財産

を貸し付ける事業の収益はその出資持分等に応じて組合員に帰属するもの

の，組合財産は総組合員の共有に属するのであるから（民法６６８条 ，）

納税義務の主体としての組合員である個人について，不動産貸付業と認定

すべきか否かという問題は，結局前記アで述べたことと同一に帰するので

あり，組合員全員が，共同で，組合財産である不動産の全部を貸し付けて

いるものと観念することができるものである。

原告の上記主張も，前記アと同様，事業性の捉え方と課税標準の捉え方

とを混同したものであって，やはり失当である。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点の所在

不動産貸付業とは，不動産の貸付けを事業として行うこと，すなわち，反復

継続して，対価の取得を目的として，不動産の貸付けを行うことをいうものと
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解されるところ，不動産の貸付けがこのような意味での事業に該当するかどう

かの判定は，貸付不動産の規模（面積，個数 ，賃貸料収入の金額，貸付不動）

産の管理の状況等を総合的に勘案して行われるべきものである（この点は，都

局長通達にも記載されているとおりである 。。）

ところで，個人の具体的な営みが事業に該当するかどうかは，必ずしも一義

的に明確であるとはいえず，何らの基準もなく個別に事業性を判定する方法を

とると，事案ごとに区々ばらばらの判定となる事態を避け難く，また，課税庁

の事務負担が重くなり，課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあること

等から，あらかじめ定められた基準に基づいて判定する方が，納税者間の公平，

徴税費用の節減等の見地からみて合理的である。そこで，東京都では，事業性

の判定基準を定める都局長通達を発して，個人事業税に関する課税事務の統一

的かつ迅速な執行を図っているものと解される（乙３ 。したがって，都局長）

通達に定める事業性の判定基準が合理的なものである限り，これは事業性の判

定基準として妥当性を有するものというべきである。

不動産貸付業について都局長通達が定める事業性の判定基準のうち，通達第

４の２(３)については，原告もその合理性及び妥当性を争っておらず，社会通

念に照らしても不合理な基準とはいえないから，事業性の判定基準として妥当

性を有するものということができる。問題は，通達第４の４キの合理性であり，

本件の争点はこれに尽きるものである（ただし，後記４は，都局長通達適用の

前提事実に関する争点である 。。）

２ 事業税の趣旨・性格

(１) 文献によれば，事業税の趣旨・性格について，次のように説明されてい

る。

ア 金子宏著『租税法第九版 （平成１５年１０月３０日発行。乙４）』

「 事業税）の基礎にあるのは，事業は，地方団体の各種の行政サービス（

を受益し，また各種の行政サービスの原因を作り出しているから，住民税
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とは別に，それに応じた負担をすべきである，という考え方である。事業

税は企業が都道府県の公共サービスから受ける利益の対価であると考える

と，所得よりも，受益の程度をよりよく現わす物差しを課税標準とする方

が好ましい 」。

イ 佐々木喜久治監修・正橋正一著『事業税 （平成８年７月１日発行。乙』

５）

「事業税は，事業を行う者と道府県との間の応益負担の原則に立脚して課

される道府県税である。事業に対し，道府県が事業税を課するのは道府県

が事業に対して与える各種のサーヴィスについて事業自らがこれに要する

経費を負担すべきであるとする考え方に基づいている。いうまでもなく，

事業は，労働，資本等の生産要素を結合することによって営まれるもので

あるが，その際，事業自体は道府県の各種行政による受益があってはじめ

てその経営を全うすることができるわけである。換言すれば，事業は，道

路，橋梁，港湾，学校，公衆衛生施設等各種の道府県の設置する公共施設

の利用による受益があってはじめて完全な収益活動を行うことができるも

のであるから，事業を行う者は当然にこれらの行政のために必要とされる

経費を賄うための租税を負担すべきであると考えられるのである 」。

「事業税は，法人税または所得税のような人税とはその性格を異にしてい

る。所得税は同一個人に帰属するすべての所得を総合して課する租税であ

り，また，法人税は所得税の前取り的な考え方にたって課税されるもので

あって，いずれも人税であるが，事業税はこれらの人税と異なり，事業そ

のものに経済価値収得の力が存するものとして課する税である。従って，

所得税及び個人に対して課する事業税においては，ともに基礎控除（事業

税は事業主控除）の制度が認められているが，この制度は所得税の場合に

は最低生活費と考えられているのに対して，事業税の場合は事業そのもの

に潜在する最低経費的な色彩と事業に係る勤労所得相当部分の概算控除的
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性格が濃く，併せて少額所得者に対する負担の軽減を図っているものと考

えられる。また，所得税において扶養控除その他の諸控除が行われている

のに対して事業税においてそれらの諸控除が認められていないのも，両税

の性格の相違に基づくものである 」。

「事業税は事業に対する課税であることから，事業にとっては他の労賃利

子と同様にその事業を行うための一種の経費であると考えられている。事

業税が所得税または法人税の所得計算に際して必要な経費または損金に算

入されるということは，このことを物語っているといえよう。国税である

所得税や法人税，また，地方税である道府県民税や市町村民税が利潤のう

ちから支払われる税金であるのに対し，事業税はその経費のうちから支払

われる税金である 」。

「以上述べたような事業税の性格等からみれば，事業税の課税標準はその

事業の規模または活動量を最もよく表現するものを選ぶべきことは当然で

あり，その意味合いにおいて売上金額，資本金額等のいわゆる外形標準的

なものを課税標準とすることが適当であると考えられている。(…(中略)

…)。ただ，現行事業税において一般的に所得を課税標準としているのは

わが国経済の実情等によるものであって，事業税本来の在り方等からみれ

ば充分検討の余地が存在するものといえよう 」。

ウ 丸山高満著『地方税の一般理論 （昭和５８年５月１５日発行。乙６）』

「事業税を地方税として賦課する考え方は，事業は，道路，教育，衛生そ

の他各般の地方公共団体の施設を利用してその収益活動を行っているから，

これらの施設に必要な経費を分担せしめるために課されるものとされてい

る。シャウプ勧告も『都道府県が企業にある種の税を課することは正当で

ある。というのは，事業および労働者がその地方に存在するために必要と

なって来る都道府県施策の経費支払を事業とその顧客が援助することは当

然だからである。たとえば，工場とその労働者がある地域で発展増加して



- -25

くれば，公衆衛生費は当然増大して来るのである 』と事業税課税の根拠。

を述べている。このような課税根拠論を普遍すれば，事業税は事業という

収益活動を行っている事実に着目して，そこに担税力を見出して課税しよ

うとするものであるから，事業税は，本来，所得課税の補完税たる性格を

もつべきものである。したがって，事業税は，所得以外に，収益活動を通

じて実現される担税力を測定する基準を求めてこれを課税標準として課す

ることが期待されるものである。しかし，現行制度においては，歴史的理

由と課税技術上の問題から，電気事業等の特定の事業を除いては所得を課

税標準としているので，個人の事業税においては所得税の，法人の事業税

においては法人税の付加税的色彩を有している部面が多く，納税者に二重

課税ではないのかといった類の疑惑を招来する危険を有しているのである。

このような危険を回避し，納税者の疑惑を払拭するためには，事業税をそ

の性格に符合する税制に改変することが必要である。その方策としてはシ

ャウプ勧告で勧告された付加価値税への変容が考えられる 」。

(２) 以上の各文献で指摘されている諸点に加え，事業税に関し，いわゆるシ

ャウプ勧告において，企業の付加価値を課税標準とすることが勧告されたこ

とを受けて，昭和２５年の税制改正で実際に制度化されたこと（ただし，実

施されないままに廃止 ，現行の地方税法（ただし，平成１５年法律第９号）

による改正前のもの）においても，法人の行う電気供給業，ガス供給業，生

命保険業及び損害保険業に対しては，各事業年度の収入金額を課税標準とし

ており（７２条の１２ ，また，事業税の課税標準の特例として，事業の情）

況に応じ，所得によらないで，資本金額，売上金額，家屋の床面積若しくは

価格，土地の地積若しくは価格，従業員数等を課税標準とし，又は所得とこ

れらの課税標準とを併せ用いることができるとする規定が存在すること（７

２条の１９）なども併せ考慮すると，事業税は，事業という収益活動の事実

に担税力を見出して，事業そのものに対して課する税であり，事業が都道府
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県の公共サービスから受ける利益の対価としての性格を有するものと認めら

れる。その意味では，被告のいう応益税としての性質を持った税であるとい

うことができる。

この点，原告が援用する財団法人日本税務研究センター編『地方税の法的

課題 （平成１３年３月２０日発行。甲７）には 「地方税である事業税の』 ，

課税根拠は，通常の企業課税である法人税とは異なり，租税能力説と応益説

的な考え方とが混合されたものとされている 」との記述があり，また，ド。

イツにおいて営業税が主として収益に対する課税であると認識されてきたこ

とが紹介され，さらに，わが国の事業税の沿革として，明治１１年に道府県

の営業税が採用され，そのときの課税標準は，業種別，資本金額又は売場面

積をもとに定額とされていたが（いわゆる外形標準 ，政府の見解は，営業）

税は収益税であるが，収益の測定は困難であるので，外形標準によらざるを

得ないものとされてきたものであり，昭和２年に至って，国税として純益を

課税標準とする営業収益税に変更され，戦後，昭和２３年に所得あるいは収

入金額を課税標準とする事業税とされ，現行の事業税が形成されたという説

明がされているが，他方で，上記文献には 「事業税とは，基本的に，企業，

が地方公共団体から受けるサービスに対するものであり，応益説的な考え方

が妥当するとされてきているのである。そこで，事業税について企業の応益

課税の基準を何に求めるかということが問題となるのであるが，企業が受け

るサービスとは企業の経済活動の規模に対応するものであるということがい

われてきている 「事業税とは，企業の収益力に対する課税であるとされ。」

てきたが，企業の収益力の基準として，シャウプ勧告は，付加価値を考えた

のである。付加価値とは，企業が他の企業から仕入れた財・サービスに付加

した価値である。そして，すべての企業の付加価値の合計が総生産であると

考えられる。そこで，企業の付加価値とは，賃金・給与，個人に対する支払

い利子・地代，及び企業の利益と等しくなるとしたのである。(…(中略)…)。
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この生産税の考え方では，利益説というものが根拠となる。つまり，生産税

の考え方では，特に，政府サービスの対価というものが強調されるが，政府

のサービスの配分の基準として，付加価値という考え方がでてくるのであ

る 」との記述もあるのであるから，この文献が，前記(１)の各文献と殊更。

に違う内容を述べたものとは認められない（事業税が「租税能力説」的な考

え方を含むという説明は，主として事業税の沿革について述べたものとも考

えられる 。。）

また，原告は，地方税法が事業税の課税標準として所得を用いていること

からすると，応益税としての性質は抽象的なものにとどまり，課税標準とい

う具体的な面では応能税的性質が機能していると主張して，事業税の応能税

としての性格を強調するのであるが，事業税の性格は，事業税に関する法律

の定めの全体的な構造や，立法の経緯，租税の体系の中における事業税の位

置付け等を全体的にみた上で，判断すべきであるところ，これらの点からす

れば応益税とみるべきであることは前記のとおりであり，地方税法が所得を

事業税の課税標準としている点のみから，その性格を応能税であるとするこ

とは相当ではない（なお，事業税の課税標準が所得とされていることは，前

記(１)の各文献において 「わが国経済の実情等 「歴史的理由と課税技術， 」

上の問題」によるものとされ 「所得よりも，受益の程度をよりよく現わす，

物差しを課税標準とする方が好ましい 「売上金額，資本金額等のいわゆる」

外形標準的なものを課税標準とすることが適当である 「所得以外に，収益」

活動を通じて実現される担税力を測定する基準を求めてこれを課税標準とし

て課することが期待される」などと評されているところである 。。）

３ 通達第４の４キの合理性

(１) 前記のような事業税の趣旨・性格からすると，個別具体の収益活動が事

業税課税の対象となる事業に該当するかどうかの判定は，当該収益活動の事

実そのものに着目して行うべきものと解するのが相当である。
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このような観点から，共有不動産の貸付けの場合を考えてみると，共有不

動産が貸し付けられている場合には，共有者間に不動産の各部についての独

占的な使用収益の取り決めが存在するなど各共有者がそれぞれ独立に貸付け

を行っているものと認められるような特段の事情のない限り，当該不動産の

貸付部分の全部につき全共有者が共同して一括して貸し付けているものと評

価することができるから，通達第４の２(３)の定める事業規模の不動産貸付

けに該当するかどうかの判定に当たって，当該貸付けに係る共有不動産全体

の面積及び賃貸料収入を基準とするという通達第４の４キの考え方には，相

応の合理性があるものというべきである（本件の場合，建物３に係る建物賃

貸借契約書（甲６）によれば，原告及びＰ１は，共同賃貸人として，建物３

を一括して賃貸していることが認められ，原告とＰ１の間に建物３の独占的

な使用収益に関する取り決めが存在することをうかがわせるような証拠はな

い。上記契約書中には，賃料及び保証金の各自の取り分に関する取り決めが

存在するものの，独占的な使用収益に関する取り決めの存在までを推認させ

るものではない 。。）

なお，所得税の課税標準である不動産所得の金額の計算上，不動産の貸付

けが事業として行われている場合には，その不動産の取壊し，除却，滅失等

の損失金額が全額必要経費に算入され，事業として行われていない場合には，

その損失金額は不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されることと

なるところ（所得税法５１条１項，４項 ，証拠（乙７）によれば，所得税）

の課税実務においては，建物の貸付けが「事業」としての規模で行われてい

るかどうかは，共有建物の場合には，原則として，共有持分で按分した室数

又は棟数ではなく，実際の室数又は棟数により判定することとされているこ

とが認められるから，通達第４の４キの考え方は，このような他の税の課税

実務とも整合するものである。

(２) 原告の主張について
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ア 民法２４９条違反の主張について

民法２４９条は 「各共有者は，共有物の全部について，その持分に応，

じた使用をすることができる 」と定めるところ，これは，共有不動産の。

貸付けが事業に該当するかどうかの判定とは直接関係する規定ではない

（なお，この点については原告も，事業性の認定に同条の適用はないと主

張している ）から，同条違反をいう原告の主張は，要するに，同条の趣。

旨からしても，各共有者が共有不動産の貸付けによって得る収益は持分に

応じたものでしかないから，通達第４の２(３)の適用に当たっても，持分

に応じた面積及び収入を基準とすべきであるというものと解される。

しかしながら，前記のとおり，事業性の判定は収益活動の事実そのもの

に着目して行うべきものであり，当該事業が１人によるのか複数人による

のかということや，複数人による場合に事業収益が各共同事業者間でどの

ような割合で分配されるかということは，事業性の判定においてはひとま

ず関係のないことである（事業主体が１人であるか複数人であるかによっ

て事業そのものの性質が異なるものでもないし，事業収益の分配の結果は

課税標準である所得の計算において考慮されることになる 。したがっ。）

て，原告の上記主張は理由がない。

イ 応能原則（憲法１４条）違反の主張について

原告の主張は，要するに，事業性認定の際，共有不動産について持分割

合を考慮せず，実際の所得よりも過大な担税力があることを前提に事業性

を認定すると，事業を営んでいない他の同程度の所得の者との間に不平等

が生じるので，憲法１４条１項の平等原則に違反するというものと解され

る。

しかしながら，前記のとおり，事業税本来の趣旨は，各事業者の所得に

ではなく，事業という収益活動の事実そのものに担税力を見出して，課税

を行うというものであり，事業を行っている者と行っていない者との間に
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課税上の区別を設けるものである。しかもその区別は，事業が都道府県か

ら各種の公共サービスを受益しており，これについて相応の負担をすべき

であるとの考え方に立脚するものであるから，合理性のあるものといえる。

したがって，共有不動産の貸付事業に参加している共有者が，事業税を課

されることにより，結果的に事業を営んでいない他の同程度の所得の者よ

りも重い納税義務を負担することになっても，それは結局は事業を行って

いるかどうかの違いに基づく合理的な差異というべきであり，これをもっ

て憲法１４条１項の平等原則に違反するということはできない。

なお，原告は，上記の主張及び後記ウの主張に関連して，共有不動産を

共有者の一部が賃借している場合を例に挙げるが，共有者自らが使用する

のであれば，そもそも事業の用に供しているとはいえないから，適切な例

に基づく主張とはいえない。

ウ 応益原則（憲法１４条）違反の主張について

原告の主張は，必ずしも趣旨が明確ではないが，要するに，共有不動産

に係る事業が公共サービスから受ける利益の量も持分に応じたものである

から，持分割合を考慮しないと，持分の多い者と少ない者との間に不平等

が生じるので，憲法１４条１項の平等原則に違反するという主張かとも解

される。

しかしながら，このような共有者間の事業税負担の平等という問題は，

当該共有不動産の貸付けがそもそも事業と認定されなければ生じない問題

であり，事業と認定されて初めて問題になるものであるから，事業性の判

定基準の当否を論ずるに当たってこのような観点を持ち出すのは適切とは

いえず，また，事業者間の税負担の公平は，事業税の課税標準が各自の所

得とされていることによって，一応担保されているものといえるから，原

告の上記主張は理由がない。

エ 地方税法１０条の２第１項違反の主張について
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地方税法１０条の２第１項は 「共有物，共同使用物，共同事業，共同，

事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は，納税者

が連帯して納付する義務を負う 」と規定する。通達第４の４キがこの規。

定に違反するという原告の主張は，必ずしも趣旨が明確ではないが，要す

るに，通達第４の４キの考え方は，共有不動産の貸付けを共有者全員が行

う１個の共同事業と解するものであるところ，このように解すると，共有

者の中に他の貸付不動産と併せて事業性を認定される者が現れた場合に，

単独では事業性を認定されない共有者も事業税を連帯して負担させられる

ことになるから，不合理であるという主張かとも解される。

しかしながら，共有不動産の貸付けが事業に該当せず，自己の他の貸付

不動産と併せても事業該当性が認められない共有者が，当該共有不動産の

貸付けについて事業税を負担しなければならないいわれはない（地方税法

１０条の２第１項も，事業税に関していえば，当該共同事業自体が事業税

の課税対象となる事業に該当する場合に適用すべきものと解される ）か。

ら，原告の上記主張は前提を誤っており失当である。

なお，原告は，上記の主張に関連して，通達第４の４キを前提に，通達

第４の２(３)に従えば，貸付けに係る共有不動産の共有者間で，不動産貸

付業者と認定される者と認定されない者が生じ，公共サービスを受ける事

業を共に営む者の間に，税負担に関する不公平が発生してしまうとも主張

するが，このような「不公平」は，原告の主張するように当該共有不動産

の貸付けについて持分割合に応じて事業性を判定したとしても同様に生じ

る問題であり，要するに通達第４の２(３)の基準を満たす者と満たさない

者との間の「不公平」を言っているものにすぎず，結局前記イの平等原則

違反の主張（事業を行っている者と行っていない者との間の不平等）と同

じことであるから，理由のない主張というべきである。

オ 不動産貸付業の本質に関する主張について
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原告は，不動産貸付業は，資産から直接，収益を発生させるという性質

を持つものであるから，共有不動産の貸付けに関する課税の基準は，各共

有者の資産，すなわち各自の持分を基準とすべきであると主張する。

しかしながら，不動産貸付業といえども，事業税賦課の根拠は当該事業

が都道府県の公共サービスを受けていることに求められるべきであり，こ

の点では他の事業と何ら異なるものではないから，不動産貸付業に限って

当該収益活動の事実そのものに着目せず，異なる基準を用いて事業性を判

定すべきであるとの主張は正当ではない。

なお，原告は，これに関連して，いくつかの事例を挙げて通達第４の４

キの不合理性を主張するが，これらの各事例に見られる納税者間の差異は，

結局は通達第４の２(３)の基準を満たす者と満たさない者との間の差異に

帰着するのであり，このような差異が不合理なものでないことは既に指摘

したとおりである。むしろ，原告の主張を前提とすると，大規模な商業ビ

ルを建設し，それを多数のテナントに賃貸して多額の賃料を得ているとい

う，外形的には明らかに不動産貸付業が行われ，行政サービスによる相当

程度の利益を享受していると見られるような場合であっても，当該商業ビ

ルが相当数の者の共有となっている結果，個々の共有者の持分割合を前提

にした計算をすると，都局長通達の定める基準に達しない場合には，事業

税が一切課されないということになるが，このような結論は，事業税の応

益税的性格に明らかに反するものであるといわざるを得ない。

カ 地方税法７２条の１６第１項違反の主張について

ここでの原告の主張は，要するに，事業税の応能税的性格を強調しつつ，

前項までに検討してきた各種の主張を繰り返すものであり，これらの主張

が理由のないものであることは既に各所において指摘したとおりである。

キ 建物３の貸付けの事業主体が民法上の組合であるとの主張について

ここでの原告の主張も，建物３の貸付けの主体を民法上の組合としつつ
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も，原告及びＰ１がそれぞれ納税義務者となるべきことを前提として，収

入の帰属の割合である持分割合に応じた面積及び収入で事業性を判定すべ

きであると主張するものであるから，前項までに検討してきた原告の主張

と実質的に異なるものではなく，理由のない主張というべきである。

４ 建物３の貸付けの事業主がＰ１であるとの原告の主張について

原告は，建物３の貸付けの収益は共有持分の約６割５分を有するＰ１のみが

享受するものであるから，原告は建物３の貸付けの主体ではないと主張する。

しかしながら，弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１２年分及び平成１３

年分の所得税の確定申告において，建物１及び建物２の賃料収入に，建物３の

うち貸付面積１６０．１７㎡に相当する賃料収入２０８万８０００円を合算し，

その合計賃料収入から建物３についての租税公課及び減価償却費を含む必要経

費を控除した額を不動産所得として申告したことが認められる。

そうすると，建物３の貸付けの収益は持分割合に応じて原告も享受している

ものであり，原告もＰ１とともに建物３の貸付けの主体であるということがで

きるから，原告の主張は理由がなく，原告が建物３の貸付けの主体であるとの

前提で行われた本件各処分は適法である。

５ 本件各処分の適法性

以上のとおり，通達第４の４キの基準には合理性が認められ，不動産貸付業

の事業性の判定基準として妥当性を有するものといえるから，これに基づいて

された本件各処分は適法であり，本件各処分の違法をいう原告のその他の主張

も理由がない。

第４ 結 論

以上の次第で，原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし，訴

訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文

のとおり判決する。
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